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鵡川・沙流川流域の水災害に備えるため 

「流域治水」を推進します！ 

～水害を軽減するため、あらゆる関係者と協働します～ 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備

え、鵡川沙流川流域において、あらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域

治水」を計画的に推進するため「鵡川・沙流川流域治水協議会」を設置・開催いたします。 

 

記 

 

１ 開 催 日 時  令和２年８月３１日（月） 

２ 開 催 場 所  書面による開催（新型コロナウイルス感染拡大を防止するため） 

３ 議事（予定）   ・気候変動を踏まえた「流域治水」への転換について 

          ・鵡川・沙流川流域治水協議会の設置について 

          ・今後の進め方について 

４ そ の 他    会議資料は８月３１日（月）１０：００頃に室蘭開発建設部のホームページに掲

載いたします。 

 

 

 

 

 

 

気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流域

に関わる関係者が、主体的に取り組む社会を構築する必要があります。また、行政が行う防災対策を国

民のみなさまに分かりやすく示す必要があります。 

そこで、河川・下水道管理者等が行う「治水対策」に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・

企業・住民等）が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策である「流域治水」を推進することと

なりました。 

令 和 ２ 年 ８ 月 ２ ８ 日 

室蘭開発建設部 広報官 

 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 

   特定治水事業対策官   稲垣 尚人  電話 0144-25-7045(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

         治水課 治水専門官    戸髙 隆司  電話 0144-25-7045(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

 室蘭開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

 


